
議案第 57号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

平成 26 年度大磯町一般会計補正予算（第７号）について、地方自治法第 179 条第１項

の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求

める。 

 

 

  平成 26年 12月 16日提出 

 

大磯町長 中 﨑 久 雄    



 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 平成 26年度大磯町一般会計補正予算（第７号）を別紙のとおり専決処分する。 

 

 

  平成 26年 11月 25日 

 

大磯町長 中 﨑 久 雄     

 

 

理 由 

 平成 26年 11月 21日に衆議院が解散されたことに伴い、第 47回衆議院議員総選挙

及び最高裁判所裁判官の国民審査を実施するための経費に係る予算措置の必要が生

じた。選挙準備を早急に行う必要があり、議会を招集する時間的余裕がないため、地

方自治法第 179条第１項の規定により、専決処分する。  

 

公示日 平成 26年 12月 ２日 

投票日 平成 26年 12月 14日 



（別紙） 

 

平成 26年度大磯町一般会計補正予算（第７号） 

 

 平成 26年度大磯町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 17,308千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ 9,986,464千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

    



15 613,275 17,308 630,583

3 委託金 56,474 17,308 73,782

9,969,156 17,308 9,986,464

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

県支出金

歳　　入　　合　　計
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補　正　額

 千円



2 1,995,443 17,308 2,012,751

4 選挙費 33,791 17,308 51,099

9,969,156 17,308 9,986,464

 千円

補　正　額

 千円

総務費

歳　　出　　合　　計
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歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額


